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　　『自伝』の中で，ジョン・ステュアート・ミル（以下ミルと略記）は次の

ように述べている。「アイルランドの諸問題についても私ははっきりした

役割を務める義務を感じた。……土地問題になるとこれは決してそんなに

進んだ状態にはなかった。迷信的な地主擁護論はその頃までに，特に議会

においてはほとんど何の挑戦も受けず，議会人に関する限りこの問題がい

かに遅れた状態にあったかは，1866年にラッセル鄕の内閣によって提出さ

れた極度に微温的な法案1），しかもそれさえ通過し得なかったことがよい

証拠であった。この法案について私の試みた演説2）は私の最も細心な演説
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の一つで，その中で私はこの問題の若干の原則を，味方を刺激しないよう

に，また敵方を納得させてその好意をひくようにと計算した言い方で，主

張しようとした」3）。更に同書の中で，「アイルランドの離反のきざしが非

常にはっきりしてきた。両国を完全に分離せよという要求がほうってはお

けない様相を呈してきて，だれの目にも，もしアイルランドをなだめてイ

ギリスとの関係を承知させる何らかの機会がまだ残っているとすれば，そ

れはアイルランドの土地的社会的諸関係に，今までに考えられたことのな

い程のよほど徹底的な改革を採用すること以外では達せられない，としか

見えなかった。私の平素の考えの全部を吐露することが有益な時が，いよ

いよ来たと私には思われた。その結果が私の『イングランドとアイルラン

ド』と題するパンフレットで，これは1867年の冬に書かれ，68年の会期の

はじまる少し前に出版された。このパンフレットの主な眼目は，一方では

両国の分離がイングランドにとっては勿論，アイルランドにとっても望ま

しいものではないことを説いた議論であり，他方では現在の小作農達に，

国家による正当な調査の上で査定した一定の地代で永久的土地保有権を与

えることによって，土地問題を解決せよという提案であった」4），と述べる

に至っているのである。

　大飢饉以後のアイルランドにおいては，土地問題と民族独立問題という

二つの重大かつ根本的な問題が存在していた。前者は地主・小作農という

経済的関係の問題であり，後者は本国・植民地という政治的関係の問題で

ある。上述の『自伝』において，第一に注目されるのは，「アイルランド問

題」（これはイギリス側からの呼称である）解決のための政策としてミルが最

大の関心を示していたことが土地問題であり，それを解決しなければ根本

的な解決にはならない，という認識である。そして土地問題解決のための

政策が，アイルランドの分離独立を回避する手段となっている，というこ

とは重要であろう。　ミルは分離独立という概念は認知しているのではある

が，他の大英帝国内の植民地と異なり，アイルランドに対しては幾分かの
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示唆はあるとしても5），承認はしていないのである。分離独立は，アイルラ

ンド側の民族意識と密接な関連がある。それが具体的な形態で実行された

のがフィニアン運動6）である。この運動をミルは，「それは理念のための反

乱一民族自立の理念のための反乱」7），と理解していた。　しかしそうした

事態を引き起こした原因は，イギリスの統治が無責任すぎた，ということ

に帰せられている。それゆえにミルにとっては，アイルランドを統治する

良き政治がなされなければならない，ということになるのである。つまり

ミルは，民族独立問題をイギリス側の統治政策の誤りであった，と誠実な

態度で常に見なしていた。また，分離独立に関して，ミルにとってアイル

ランドの重要性は何か，ということを問うよりもむしろ，アイルランドが

地理的に余りにイギリスに近いという現実の問題がある。そのために，ミ

ルの脳裏にもアイルランドはイギリスの一地方である，という考えが潜在

的に潜んでいたのではないかと考えられる8）。従ってイギリスが真摯な態

度でより良き統治（経済的・宗教的・政治的に）を実践し，アイルランドの不

満を和らげ解消することは，ミルにとっては当然のことだったにすぎない

と思われる。それによってアイルランドは大英帝国内で平穏な状態にあり

得るのである。そこで第一にかつ根本的に問題を解決するための政策，そ

の政策こそが土地政策であったように思われる。更に土地問題を解決する

ことによって，民族独立問題も必然的に解決されるという意図が潜んでい

たのではなかろうかと思われるのである。

　ところで，ミルがアイルランド｀の土地問題に関心を示し，それを重要な

問題であると認識し始めたのはいつ頃からであっただろうか。一般的に，

ミルに与えた衝撃という観点から考慮するならば，やはり大飢饉の時期を

挙げることができよう。『経済学原理』（以下『原理』と略記）執筆中にも拘わ

らず，『モーニング・クロニクル』紙への一連の論説を掲載したことが何

よりもそれを雄弁に物語っているだろう9）。しかしながら更に遡って，

1825年に書かれた論文「アイルランド」において，既に土地問題への関心
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の萌芽が見てとれるのである。この論文はカトリック解放に賛成の態度を

表明したものであるが，その中に次のような一節がある。「……政府と法

律は，その国（アイルランド）では単に強者の利益のために存在する。黒人

奴隷が少なくとも自分の主人以外の人々による侵害からは保護されている

一方で，アイルランド小作農は，土地所有者から最下層の媒介者に至るま

での一連の全地主のなすがままであるばかりでなく，更に教区会や大陪審

はいうまでもなく，十分の一税の受領者や十分の一税を負担する農民等の

なすがままでもある」10)と述べている。これはまだミルが若干二十歳の頃

に書いた論文である。従って大飢饉以前のかなり早い時期からアイルラン

ドの土地問題，就中，抑圧された状態に置かれている小作農の貧困問題に

関心を示していたと見なせるであろう。

　本稿では，大飢饉以後のアイルランドに対するミルの見解と土地問題解

決のための政策がどのようなものであったか，そしてミルの見解に対して

どのような反応，あるいは反論があったか，その一側面を探ってみたい。
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　　Ⅱ.アイルランドの農業とミルの見解

　(i)大飢饉以後の農業と土地政策

　1845年に始まった大飢饉は，｢850万人以上の人々が一連の不作で最低限

の経済に釘付けにされ，大飢饉の拡がりは，アイルランド人に消すことの

出来ない傷跡を残した｣1)，と陳述される程に，今日に至るまで重大な爪痕

を残している。この時期1846年にイギリス政府は，穀物法を撤廃した。ま

たイギリスでは産業革命を経て，｢世界の工場｣として資本主義的経済活

動，即ち自由貿易政策を推進しつつあった。　しかしアイルランドにとって

は，イギリスによる併合以来2)，経済的諸問題は何ら緩和されていなかっ

た。工業諸部門では，自由貿易政策の存在により，大規模な資本主義的経

営を行なうイギリス諸工業との競争に，アイルランドが対抗し得べくもな

かった。農業において，自由貿易政策は，農民の耕作地の狭隘さや投資の

欠如という諸問題を解決しなかったのである。そしてそれに対して更に打

撃を与えたのが穀物法撤廃であった。この自由貿易政策期に起きた大飢饉

に対し，｢イギリス上流階級は，経済的諸問題への政府干渉が自然法に反

する｣3)，と確信していた。それゆえに｢イギリスはその苦悩をほとんど救

済しなかった｣4)のである。

　この大飢饉と穀物法撤廃とによって，アイルランドの農業はどのように

変わっていったのであろうか。本多三郎教授によると以下のように要約さ

れる5)。穀作について見るならば，1)耕地面積が縮小し，放牧草地が拡大し

ていること，2)耕作地の解体と牧草地あるいは放牧草地への急速な転換，

3)小麦等が衰退する中で，アイルランドの土地が自給する食料がますます

ジャガイモヘ偏寄していること，4)家畜の食料となる飼料作物が増加して
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いること，が要点として挙げられる。そしてこうした耕種農業が衰退する

一方，肉畜，特に肉牛を中心とする畜産業が発展し，1871年にはアイルラ

ンド農地の半分が牛と羊の放牧地となり，しかもその畜産物の圧倒的部分

は，イギリスヘ輸出されたのである6)。即ち，農業部門において，それまで

イギリスヘの穀物輸出国としてのアイルランドの地位が，穀物法撤廃に伴

う大陸からの安価な穀物輸入のために終止符を打たれた。そして大飢饉の

襲来によって，イギリスに畜産物を輸出する国へと転換していったのであ

る。

　こうした過程の中で，農民層はどのような運命を辿っていったのであろ

うか。　ミルは｢イギリスでは土地を賃借して耕作するのは資本家的農業者

であるが，アイルランドでは牧草地を除き，主として筋肉労働者(manual

labourers)またはそれとほぼ同様の境遇にある小農業者(small farmers)｣7)で

あり，｢小農民は払えようが払えまいが，どんな高い地代でも約定するも

のである｣8)，とアイルランドの小作農を，その地位を改善すべきものとし

て理解している。そしてアイルランド地主に関しては，そのほとんどが不

在地主なのであるが，｢アイルランドの普通の地主は自分の所有地を改良

するどころか，アイルランド以外ではどこでも囲障や農業付属施設を設け

るのは地主の役目になっているのに，こういうものを建てることさえしな

い。そういうものは労働者たる小作農が自分で建てるのに任されており，

労働者たる小作農に建てられる程度のものなのである｣9)，と批判するので

ある。

　大飢饉発生によって，土地統合が地主によって推進されていった。従っ

て入札小作人(コッター)や零細借地農は，地主による土地清掃のために土

地から追放されることになった。それゆえに行き場のないコッターや零細

借地農は，移民として海外，殊にアメリカヘの移住を余儀なくされたので

ある。土地清掃による農民の土地からの追い立ては，1880年までに約46万

人の小作農を追放したことになった10)。それにも拘らず，この減少した農
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業人口はアイルランドにおける過剰人口となっていた。即ち，｢アイルラ

ンド農業の穀作から牧畜への転換は農場の集中統合と小農民の土地からの

放逐を大々的に推し進め，かくして資木制農業の飛躍的発展への途が聞か

れた｣11)のではある。しかし(支払い能力がなく，先見の明のない地主層

を，支払い能力のある，改良地主層の取り替え」１２）ようとして，イギリス政

府がアイルランドに資本家的農業制度を推進させるため，1849年に抵当地

法(Encumbered EstateＡｃt)を通過させたことが，この減少した農業人口さ

えをも資本にとっての過剰人口たらしめたのであった。また，農場の保有

形態は，1846年以降，年借地(yearly tenancy)や任意借地(tenancy at will)

であったが，この借地形態も，地主が小作農を追放できることに変わりは

なく，小作権安定は保証されなかった。

　そこでその後の小作農に対する立法措置を概観してみると，注目される

のは1860年のデージー法である。この法律は｢地主と小作農との関係が，

土地保有と奉仕とにではなく，当事者間の明白な，あるいは暗黙のうちに

含まれる契約に基づくべきである｣13)と規定している。ゆえに地主と小作

農との関係は，法的には対等なものとなったが，それでも小作権安定を実

現するものではなかった。その後｢1860年代の後半にアイルランドの小作

権安定への要求が増大し，何人もの人々，その中で特にミルによって積極

的に支持され｣14)この要求が1870年のグラッドストーンの土地法15)へと結

び付いた。しかし，小作権安定への要求は，この法律によってではなく，

　｢諸改善と同様に社会的暴動のおかけで小作農連への補償が裁可されたの

である。　したがって小作農の地位が個人的協定や契約に委ねられるよりは

むしろ，法によって規定され保護されなければならないという見解は，ア

イルランドにとって公的政策｣16)になったのである。

　このような一連のアイルランドの歴史的変遷を受けて，ミルはどのよう

に考えたのであろうか。次にアイルランドの時事問題を踏まえたミルの見

解の変遷を考察しよう。
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ればならなかった。　しかも，たとえコッターが，思慮，節制，自制という

ような徳性をもって将来を考慮し，人口抑制を意図して勤勉に労働したと

しても，そこから得られた労働の果実は，契約満期時に，地代の引き上げ

により，地主に搾取されるにすぎなかった。このような状況下にあって，

人々は｢救いようのない無気力とはなはだしい貧困に陥り，･……最下級の

安物に属する食料以外の一切のものを奪われ，また自分の境遇を改善する

ために何事かをなし，あるいは何事かを欲する能力をすら奪われ｣2)てきた

のである。このようなコッター制度に対してミルは次のように端的に批判

する。｢自分自身の行為によっては生活を良くすることも悪くすることも

ほとんどできないという状態にあるのは，人類の中でもほとんど入札小作

人(cottiers)だけである。たとえ彼が勤勉あるいは思慮深い人間であった

としても，これによって利益を受けるのはただ彼の地主だけであり，また

彼が怠惰あるいは不節制であったとしても，その犠牲を負うのは地主であ

る。これ以上に労働への動機を欠き，自制への動機を欠くところの状態と

いうものは，空想の力をもってしても考えることができぬ｣3)，と。ゆえに，

ミルはアイルランドの大飢饉発生と同時にその緊急性を自覚し，自らの見

解，即ちアイルランド土地政策の改善を提示したのである。そしてその意

図は，イギリスによるアイルランド懐柔政策の提示，即ち大英帝国内にア

イルランドを据え置こうとすることであったと思われる。

　ところで，ミルの描く農民の理想像は，自作農であった。自作農制度に

おいて，｢生産物は全て一所有主のものとなり，地代，利潤，賃銀の区別は

存在しない。……自作農制は，労働者が自分の運命をもっとも自由に支配

しうる裁定者となっている状態｣4)である。自作農制度という小土地所有制

度が資本家的農業制度よりも有利なものであるかどうかは別として5)，兎

も角も，ミルは，先ずアイルランドのコッターは自作農に変えられなけれ

ばならないと考えている6)。そしてこの時期にミルがソーントンと共に主

張した提案は，アイルランド内の荒蕪地所有者から政府がそこを購入し。
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コッターをそこへ入植させるという，所謂｢国内入植｣であった。そして

　｢道具や原料の幾らかの前貸しの援助を受けるコッターは，荒蕪地を開墾

し，そのように活動して国家によってなされた支出を埋め合わすために，

少額固定地代負担を条件｣7)とすればよかった。この農民の移転により土地

需要の逼迫は減少し，｢アイルランドの残余の土地に，イギリスの資本と

農業の導入は，直ちに空想的であることを止めるであろう｣8)，というもの

であった。注意すべきは，ミルが，一方でコッターを資本主義的農業家の

下での雇用労働者に置き換えるのではなくて，小土地所有の自作農へと引

き上げ，彼らの道徳的向上とその結果としての人口抑制を意図していたこ

とである。そして他方で，その後に，恐らく幾分かの長期的展望をもって

イギリスの資本を残余の土地へ漸次的に導入しようとしていることである。

このことは，この時期のアイルランドがまだ人口過剰な状態であり，人民

の貧困を解決しない限り道徳的向上はあり得ないこと，更に貧困問題の解

決による人民の生活安定と人口減少が実現しない限り，平和的な資本家的

農業制度の導入は不可能であることを認識していた，ということになるの

である9)。

　以上のようにミルは提案したのだが，その後にアイルランドでは大きな

変化が起こった。そして農民に影響を及ぼす三つの事態が相俟って生じ，

ミルも自らの見解を新たに展開したのである。

　第一は立法措置としての1849年の抵当地法である。この法律は，穀物法

撤廃後に没落していった貧困地主層に対し，資本家的農業制度導入の妨げ

になるとして，イギリス政府が土地売却を促進するために通過させた法律

である。つまりこれは｢アイルランドにおける土地の自由売買が，資本を

移転させるために法的障壁の撤去を要求した｣1o)結果であった。そしてそ

れによってアイルランドの経済的繁栄が回復すると考えたのである。　しか

しながら土地の｢購入者達は，ウッドによって心に描かれていた資本家達

ではなかった。経験を積んだイギリスの農夫達がアイリッシュ海を渡って
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集まるだろう，というウッドの予想は……空想的なものであった。　５千人

の購入者のうち95パーセント以上がアイルランド人であり，主として貴族

の嫡子でない息子達や，弁護上達や，飢饉をうまく免れた小売商人達毘

だったのである。それゆえに，アイルランドヘの資本の導入は十分に行わ

れず，資本家的農業制度の導入もほとんど行われなかった。更に小作農に

関する限り，土地購入貨幣は永続的改善を実行した小作農に流通すべきで

あることを約定はしなかった。そして「その法律は，単に地主の置き換え

を承認したにすぎず，新地主達はしばしば自分の投資への十分な価値を獲

得しようとした土地投機者」12）であった。従って，地主に資本家的農業制

度導入の意志がなく，借地契約を小作権の不安定な年借地や任意借地とし

たために小作農にとっては，更なる境遇の劣悪化に伴う離農と，その結果

としての移民という事態が促進された。この法律に対して，ミルは1868年

の議会において演説している。先ず大飢饉に自分が主張していた自作農創

設のための荒蕪地開墾政策は，その機会を失ったとした上で，抵当地法に

触れている。「抵当地法は……非常に価値のある法律であった。……しか

し貧窮地主より更に大きな悪弊，即ち欲深い地主がいるということがアイ

ルランドに見いだされたのである。……兎に角，彼らは小作農と何ら関係

を持たなかった」のであり，「単なる金銭上の投機としてその土地を購入

し，管理」した。そして多くの場合に，「彼らは小作農が地代を支払えな

かったゆえに，小作農を追い出した」のである。そしてミルは，議員達に

対する痛罵として次のように述べる。「……私はそれらがアイルランドの

人々の精神から，我々の以前の統治様式によって産み出された敵意を取り

除くように，うまく計算されているとは思わないのである。それ以上の良

策がなかった，とあなた方が述べるのならば，あなた方はアイルランドを

統治する無資格を告白しているのである」13）と。ここにおいて見られるよ

うに，ミルにとって抵当地法は完全な失敗であったという認識があり，ま

たそれは当時の政府の現状認識の誤りがあったことを開陳している。
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　第二は救貧法についてである。大飢饉発生以降，政府は救済策として，

主に公共事業と救貧院計画を実施した。　しかし救済は基本的にアイルラン

ドの民間企業と地主とに委ねられるべきである，という態度をとっていた

のである。それにも拘わらず不作が継続し，人々の困窮が極限状態に達し

た。その時政府は公共事業を中止し，直接救済を拡大する決定を下した。

　｢……まもなく，スープ給与所を開いていた政府が，アイルランドの飢饉

を処理する計画の次の段階をはじめた。 1847年６月の，拡大救貧法は，ア

イルランドの救貧事業に積極的な責任を負うことによって，問題全体を適

切に処理することを提案したものだが，これによってアイルランドは，救

貧税で全費用を賄うことができるようになった。直接影響を受けたのはア

イルランドの地主で，ウィッグ党は災害が起こった責任全体を，彼らのせ

いにしていたのである。必然的に，救貧税負担を減らすために地主たち

は，貧しい小作人を追放することにいっそう集中することになった｣14)の

である。更に，小作農は，救貧院に保護を求める以外，困窮から免れる手

段はなかった。しかしながら既に｢救貧院は，1848年までに，通常は総計

25万人収容可能な中に，ほぼ100万人の人々を｣15)押し込めていた。そして

結果的に大量の死者を出したのである。つまり政府のとった政策としての

拡大救貧法や救貧院計画は，結局，小作農の土地からの追放をもたらした

のである。ところで，ミルにとって，救貧法等の政府干渉は，｢本人自身の

労働，熟練および慎重性の代わりとなることによって自助を中止させるよ

うなものではなく，これらの本来的な手段によって成功に到達する，より

大なる望みを彼に与えるようなものに限定されるならば｣16)認められるも

のである。従って｢それは必要とされる援助の最大量を供与するととも

に，それに不当に頼ることをできるだけ防止する｣17)ものでなければなら

ない。そのためにミルは，救貧法に対して消極的態度をとるのである。大

飢饉期の救貧法は，｢イングランドの農業人口を貧困に陥れたものを，ア

イルランドに施す処置｣，即ちイングランドでの誤った政策の押しつけで
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あり，｢アイルランドの経済的悪弊を，今日のものより一層悪くしてしま

うだろう｣18)政策であった。更にミルは，｢全てのイングランドの国民

は，……もし通過すれば，土地の全般的没収と地主の排除による以外に

は，アイルランドの悪弊を不治のものにしてしまうように私に思われる気

前の良い救貧法の賦課によって，アイルランドの地主に復讐している｣19)

と述べるに至っている。　ミルの最終的な結論は次のように陳述されている。

　｢荒蕪地にいねば思い切った手術をほどこして，小作人たちを地主にして

やればよいところを，議会はかれらを貧民として扶養する救貧法を可決し

た。もしもその後のアイルランドが，前々からのわざわいとこのあやしげ

な対策との合作から来るのがれようのない難局におちいっていないとすれ

ば，そういう救いをもたらしたものは，飢饉によってはじまり他国への移

民によってつづけられたアイルランドの人口減少という，あのおよそ思い

がけないおどろくべき事実なのであった｣20)と。結局，小作農にとっては，

移民によってしか救済の途はなかった。従ってミルは，貧民救済策として

政府が施行した救貧法に対して反対の立場をとっていたことになるのであ

る。

　第三は移民についてである。 1840年代後半の大飢饉と穀物法撤廃に伴

い，アイルランドではコッターの消滅と，農業における穀作から牧畜への

転換による土地統合のために，農民の土地からの追放がはじまった。そし

てアイルランドは，羊毛と肉牛をイギリスヘ供給する一地方となった。そ

のために土地から切り離された農民は，国内での労働需要不足によって，

移民として海外へ行かざるをえなかったのである。｢恐らく1845年と1851

年の間に，人口は約２百万人減少しただろう。……移民は，40年代後半と

50年代前半の絶頂期から減少したのではあるが，移民はアイルランドのそ

れ以後の経済情勢の顕著な特徴になった｣21)と述べられている。移民に対

するミルの意見を見てみよう。大飢饉期においてミルは，コッターを移民

として海外へ移住させることに反対であった22)。つまり，アイルランドに
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おけるコッターの排除とその結果としての移民が，地主による暴力的な土

地からの追放でなされることに反対していたのである。そしてそれは，土

地統合による大土地所有制度への批判と密接な関係があった。即ちそれに

よって，小農民に土地所有者になる希望を与えず，従って彼らに人口抑制

の精神を喚起しない，という根拠上での議論であった。またミルは，「大規

模の資本主義的農業の方が自作農からなる小規模農作よりも効率的である

というイギリスの伝統的見解を採るウェイクフィールドには同意」しな

かったけれども，後に「ヨーロッパ人入植の植民地における土地売却と

　『集中』の原則を受け入れることによって，資本家の農場主が雇用労働を

使用するという体系の必要性を少なくとも暗示的にせよ是認」23）しつつ

あったのである。そしてウェイクフィールドの組織的植民が，アイルラン

ドの過剰人口の削減に貢献していることを認めたのである24）。更に1868年

には，「飢饉以来入札小作人の境遇にはもう一つ大きな変化が生じている。

すなわちアメリカヘの橋が架けられたのである。もしも人口が増大して，

小所有地の上でその所産によって何不足なく暮らすことができないほど多

くなった場合には，その過剰人口がすでに別の大陸で故国では得られな

かった働き場所を見出している何百人もの人々の後を追うのを，妨げるも

のがあるだろうか」25），と陳述しているのである。

　以上のように，ミルに見られる見解の変遷は，アイルランドの歴史的変

遷に伴うものである。即ち大飢饉以後，人口の大いなる減少や抵当地法の

作用によって，アイルランドヘのイギリス的農業制度の導入が可能になっ

たことを受けたものであった。そしてミルは，アイルランドにおける事態

の推移を多少楽観的に見ていたのではないか，と思われるのである。

　ところが1860年代以降には，新たな事態が生じたのである。即ちアイル

ランドにおいて，土地改良の補償や小作権安定を求める３Ｆ運動が活発化

した。更に「1858年ごろ，アメリカ合衆国内のアイルランド移民の間に，

アイルランド共和国の建設を目標とする秘密結社フィニアンが結成された。
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